
 

 

令和６年度 事業計画 

（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

１ 基本方針 

少子高齢化が進む中、令和７(2025)年には団塊の世代が７５歳、令和２２(2040)

年には団塊ジュニアが６５歳以上となり、更なる生産年齢の減少や担い手不足が見

込まれており、定年制の廃止や70歳までの就業機会の確保措置の制度化など、就業

意欲の高い高齢者が活躍できる環境づくりが推進されています。 

また、インボイス制度の施行やフリーランス法に基づく新たな契約方法への対応、

デジタル化の推進など、シルバー事業を取り巻く環境も大きく変化しています。 

   このような社会情勢の中、茂木町シルバー人材センターには、「自主・自立・共働・ 

共助」の理念や基本方針のもと、茂木町の高齢者が元気に働き、積極的な社会参加 

による地域活性化などの社会的役割が期待されています。 

    令和６年度は、第４期中期計画に掲げた各施策の実現に取り組み、高齢者一人ひ 

とりが自立し、地域社会の中で健康で生き生きと活躍できる社会を築いていくため 

魅力あるセンターづくりと事業の推進に取り組んで参ります。 

 

２ シルバー人材センター事業 

 

（１）就業機会提供事業 

    茂木町内の６０歳以上の不特定多数の高齢者に対し、次の形態で「臨時的かつ 

短期的又は軽易な業務」に係る就業の機会を提供します。 

 

① 請負・委任 

   民間や公共から請け負った仕事について、会員に対し「請負・委任」契約により

就業を提供します。 

 

 ②職業紹介 

   栃木県シルバー人材センター連合会との職業紹介事業実施に関する協定に基づき、

６０歳以上の求職者に対して、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」に係る雇用就業

を紹介します。 

 

 ③労働者派遣 

   栃木県シルバー人材センター連合会と労働者派遣事業実施に関する協定に基づき、

６０歳以上の派遣労働を希望する高齢者に対して、「臨時的かつ短期的又は軽易な業

務」に係る派遣労働を提供します。 

 

 

 

 



 

（２）就業機会確保事業 

    会員の就業機会を確保するために、次の事業を実施します。 

 

 ① 普及啓発事業 

会報誌やホームページ、もてぎあいあいテレビ等の活用と社会奉仕活動やイベン 

トをとおして情報発信すると共に、魅力あるセンターづくりに取り組み、会員の確 

保、シルバー事業の普及啓発に努めます。 

 

  ア、会員の確保 

・入会説明会の定期開催及びイベント等での周知・ＰＲの実施 

・会員の声かけ及び入会キャンペーンの実施 

・茂木町のジョブセンターとの連携強化 

・もてぎあいあいテレビ等を活用した会員募集 

 

  イ、魅力あるセンターづくり及び情報発信 

     ・親睦・交流活動の充実 

・社会奉仕活動の実施 

・シルバーの日、会員作品展の開催 

      ・会報「シルバーもてぎ」の製作・配布（町内各戸配付） 

  

 ② 安全・適正就業推進事業 

    安全意識の向上を図り事故防止に努めると共に、適正就業ガイドラインの周知等

法令遵守での就業に向け次の取り組みを行います。 

   また、フリーランス法の施行に伴う新しい契約方法の情報収集及び周知に取り

組みます。 

 

  ア、安全・適正就業委員会の活動 

    ・安全・適正就業委員会による安全就業の徹底 

    ・安全パトロールの強化 

 

イ、研修内容等の充実 

  ・会員の体力保持・健康増進に向けた取り組み 

    ・安全就業のための講習会・研修会の実施 

  

  ウ、適正就業の推進 

・適正就業ガイドラインの周知 

・新たな契約方法の情報収集、周知 

 

 

 

 



 

                 

 ③ 就業開拓事業 

    地域ニーズに対応した就業機会の確保と高齢者に相応しい仕事の受注を開拓す 

るために次の取り組みを行います。 

 

  ア、就業機会の確保 

・空き家管理事業の周知と充実 

・家事援助に関する事業内容の検討 

・会員ニーズの把握、会員懇談会等の開催 

・新たな自主事業の検討 

 

 ④ 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 

    会員の派遣による地域の人手不足分野等への支援の拡大を図ります。 

 

 

３ 法人運営 

   定款に定める当センターの事業目的に沿った運営を行うため次の事業を行う。 

 

（１）会 議 

 ① 理事会 

     業務執行状況の確認・検討、会員の入会承認及び、新しい契約方法への対応、デ

ジタル化の推進など、当センターの事業運営上の重要な案件について審議・決定す

るために、年５回程度開催します。 

 

② 監事による監査の実施 １回 

 

 ③ 定時総会の開催       １回 

 

（２）研 修 

 ① 役員・各委員・職員による視察研修 

   ・安全就業、就業開拓への取り組みや、事務事業の効率化、デジタル化の推進な 

どに取り組む先進シルバーの視察研修を行い、当センターの事業運営の強化を図 

ります。 

 

 


